伊賀市共同募金配分金事業地域福祉団体助成事業実施要項
（趣旨）
第１条　この要項は、伊賀市内における地域福祉にかかる当事者組織、ボランティア団体及び地域団体等（以下「関係者」という。）で、先駆的に福祉活動事業を行い、他から助成等を受けることが困難な団体に対し、助成金を交付するに必要な事項を定めるものとする。
（助成の対象事業等）
第２条　助成の対象となる団体、事業及び助成額は、別表１のとおりとする。ただし、会長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
（助成に係る審査基準）
第３条　助成を受ける団体は、次に掲げる条件に適合していなければならない。
　（１）　助成の対象となる事業の目的が適切であって、かつ、その実施が確実であること。
　（２）　助成金の使途が適正であること。
　（３）　助成の対象となる事業の実施に必要な資金のうち、助成を受ける関係者の負担すべき額を確実に保有すること。
　（４）　先駆的・開拓的事業を優先する。
　（５）　助成事業を実施するに当たり、他から助成や補助等を受けることが困難な事業を優先する。
　（６）　その他助成の目的を有効に達成できる見込があること。
（助成事業費の額）
第４条　毎年度の助成事業費の額は、当該年度の事業計画の定めるところによるものとする。
（助成金交付の申込）
第５条　助成金の交付を受けようとする団体は、第１号様式による交付申請書に所定の書類を添付して、別に定める期日までに、会長に提出するものとする。
（助成の決定）
第６条　会長は、助成金の交付申請書を受理したときは、第３条に規定する審査基準に適合するかどうかを審査し、当該年度の事業計画に基づき、決定するものとする。
　２　前項による助成の決定は、審査委員会により決定する。
　３　前２項によって助成を決定した時は、申請者に対し第２号様式により通知するものとする。
（交付の条件）
第７条　前条による交付の決定に当たって、助成の目的を達成するために必要があると認められる時は、申請者に対し、必要な条件を付すことができる。
（助成金の交付）
第８条　助成金の交付は、審査委員会終了後１ヶ月以内に行う。
（事業の報告）
第９条　助成金の交付を受けた団体は、助成の対象となった事業が完了した後１カ月以内、または３月３１日に事業が完了した場合は４月３０日までに、第３号様式による事業報告書に事業の実績を証する書類及び収支計算書を添えて伊賀市社会福祉協議会に報告をしなければならない。
（会計帳簿の整備）
第１０条  助成を受けた関係者は、助成金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、当該事業年度の翌年から起算して５年間保存しておかなければならない。
（委任）
第１１条  この要項に定めのない事項については、会長が別に定める。
  この要項は平成２０年６月１７日から施行する。
別表  １
伊賀市社会福祉協議会　地域福祉団体助成対象関係者、助成事業及び助成額
　　　　　　　　　　　　　　　
	助成対象団体
	    １  地域福祉に取り組む当事者組織
    ２  地域福祉に取り組むボランティア・市民活動団体
  　３  地域福祉に取り組む地域団体
　　４　地域福祉の取り組む社会福祉施設


	助成対象事業
	    １  助成対象団体が行う活動に必要な資材、機材購入費
    ２  助成対象団体が行う研修及び調査活動に必要な経費
    ３  その他会長が必要と認めた事業

　

　　４　当該年度末に完了する事業


	助成額
	  １団体１５万円以内とする。ただし、申請内容や配分額により、審
査委員会が助成額を定める



第１号様式
                                                      平成    年    月    日
社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会
　会　長　福　壽　勇 様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                              所在地
                              名称
                              代表者                                    印
                              電話番号（連絡先）
                              電話番号（代表者）
平成　　年度地域福祉団体助成費交付申請書
    下記のとおり助成金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申し込みます。
                                      記
１  助成金交付申込額        　　　　　　　　　円
２  助成事業費総額          　　　　　　　　　円
３  添付資料
（１）助成事業実施計画書  付表１
（２）助成事業収支予算書  付表２
（３）資材・備品の整備については、意見書（カタログ添付）又は見積書の写し
（４）当該団体の前年度決算書又は決算見込み書及び当該年度の予算書及び事業計画の写し
（５）その他必要な資料
	※受付支所(印)
	※　活　動　拠　点

	
	伊賀市（広域）
上野支所・伊賀支所
島ヶ原支所・阿山支所
大山田支所･青山支所


付表１
                    助成事業実施計画書
１  団体の活動趣旨
２　事業名
３  助成対象事業
  （１）本年度の活動計画
        ・事業（器具・機材の購入に伴う活動計画、又は研修会開催計画）
  （２）活動の場（事業の開催場所又は、拠点・器具・機材の設置場所）
４  事業完了時期又は助成機材・備品等の購入予定時期
      平成    年    月    日の予定
５  団体活動（結成）の時期
      昭和・平成      年    月    日
６  現在の会員数（平成２４年４月１日現在でご記入下さい）
      男  　　　名    女  　　　名    合計  　　　名
７  助成を必要とする理由（具体的にご記入ください。なお、助成対象となる特種な器具・機材については当該器具の利用目的などを説明してください。また、追加・補充のため購入する器具・機材については、不足の理由などを説明してください。）
※申請団体の事業計画書で明細がわかる項目については「別添事業計画書のとおり」と記入していただいて構いません。
付表２
                    助成事業収支予算書
１収入の部                                                         　　 単位：円
	科目
	予算額
	摘要

	 助 成 金
	                   
	 伊賀市社会福祉協議会助成金

	 自己資金
	
	  内訳  ・会費
        ・
        ・

	 その他の資金
	
	  内訳・補助金
      ・委託金
      ・その他（繰越金等）


	合    計
	
	


２支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
	科目
	予算額
	品名（又は積算内容）

	
	
	

	合    計
	
	


